
東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

五

年

七

月

六

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

一

号

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

会

計

事

務

規

則

（

昭

和

三

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

第

五

項

各

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

一

令

和

五

年

度

東

京

都

北

区

低

所

得

の

子

育

て

世

帯

に

対

す

る

子

育

て

世

帯

生

活

支

援

特

別

給

付

金

（

ひ

と

り

親

世

帯

分

）

支

給

事

業

実

施

要

綱

（

令

和

五

年

五

月

一

日

五

北

教

子

子

第

千

二

百

九

十

九

号

）

第

五

条

第

三

号

及

び

第

六

条

第

二

項

第

三

号

の

規

定

に

基

づ

き

窓

口

交

付

方

式

に

よ

り

支

給

す

る

低

所

得

の

子

育

て

世

帯

に

対

す

る

子

育

て

世

帯

生

活

支

援

特

別

給

付

金

（

ひ

と

り

親

世

帯

分

）

二

北

区

エ

ネ

ル

ギ

ー

・

食

料

品

等

価

格

高

騰

支

援

給

付

金

支

給

事

務

実

施

要

綱

（

令

和

五

年

六

月

二

十

七

日

五

北

福

地

第

五

千

百

五

十

八

号

）

第

六

条

第

二

項

第

三

号

の

規

定

に

基

づ

き

窓

口

現

金

受

領

方

式

等

に

よ

り

支

給

す

る

低

所

得

世

帯

等

に

対

し

て

臨

時

的

な

措

置

と

し

て

実

施

す

る

、

エ

ネ

ル

ギ

ー

・

食

料

品

等

価

格

高

騰

支

援

給

付

金

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

五

年

七

月

十

三

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

二

号

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

七

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。



第
１

号
様

式
（

第
４

条
関

係
）

 

  

下
記

の
と

お
り

届
け

出
ま

す
。

 
記

号
番

号
 

 

国
民

健
康

保
険

異
動

届
出

書
 

年
月

日
 

東
京

都
北

区
長

殿
 

届出人 

住
所

 
 

 
世帯主 

住
所

 
 

 

 
 

氏
名

 
 

 
氏

名
 

 
（
連

絡
先
 

） 

番号 

カ
ナ

氏
名

 
氏

 名
 

住
民

日
 

生
年

月
日

 
続

柄
 

宛
名

番
号

 
性

 別
 

異
動

日
 

届
出

日
 

事
由

 

退
職

異
動

日
 

届
出

日
 

退
職

区
分

 
個

人
番

号
 

職
業

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

前
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
受

付
 

 

 
 

 
 

 
入

力
 

 

 
 

 
 

 
所

長
 

 

 
 

 
 

 
照

会
 

 

 
 

 
 

 
証

回
収

 
 

 
 

 
 

 
証

発
行

 
 

 



付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

五

年

九

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

施

行

期

日

を

定

め

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

五

年

七

月

二

十

七

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

三

号

東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

施

行

期

日

を

定

め

る

規

則

東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

五

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

六

号

）

の

施

行

期

日

は

、

令

和

五

年

九

月

一

日

と

す

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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